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№２5 

みなさんの職場では不当労働行為はないですか？？ 

私たちは自らの意思で JR 東労組に加入できる 

当たり前の企業風土の醸成を目指していきます。 

まずはじめに・・・ 

2018年組織混乱以降、各地で不当労働行為が発生しています。その中でも特に大宮地本

管内では管理者からの非常識な不当労働行為がおこなわれきました。 

18春闘後、会社から示された「労使間の諸問題は速やかに団体交渉における話し合いで

解決すること」に東労組は真正面から向き合い、2018年から７年間に渡り大宮地本では解

決に向け団体交渉をおこなってきました。 

 

組合激アツですか？？ 

 

ほんの一部のみ紹介ではありますが以上のような発言がありました。健全な

職場を創るべく私たちは団体交渉に向き合ってきましたが、会社の不誠実な姿

勢に終始したため労使議論では解決はできないと判断をし、 

「さいたま地裁への提訴」と「埼玉県労働委員会への救済申立」 

をおこないました。 

 
 

（当時まだ未加入だった人に対し・・） 

組合の釣り大会には行くなよ。 

行ったら殺すぞ 
 

（秋の面談において・・） 

前任の副長から組合の強弱

について引き継いでいます。 

 

 

（団体交渉での回答・・） 

幹部のみなさんは不当労働行為をやってはならないと 

理解しているので絶対にやらない  


